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◆監督人・後見人等連絡会◆ 
 本会の後見活動を監督している品川区社会福祉協議会品川成年後見センターと本会理事

との監督人・後見人等連絡会が次のとおり開催されました。 

         日 時：10月 18日（月）15時 00分～16時 00分 

         場 所：品川区社会福祉協議会 3階会議室 

         参加者：品川成年後見センター・5名 本会・7名 

 古賀理事長の挨拶により開会し、最初にコロナ下での品川成年後見センターによる「令

和 3年度 市民後見人養成講座」の進捗状況が後見センターから報告されました。9月 18

日（土）からスタートし、参加者は 17名、申込者のみ限定でズームを使用してのリモート

講座で各講座の後に毎回課題レポートを提出してもらうそうです。また実務研修に替えて

1日センターに来てもらい、情報提供、意見交換を行うそうです。 

 その後、本会が現在抱えている次のような課題について討議をし、充実した 1時間でし

た。 

〇被後見人が在宅の場合、コロナ以前のように訪問が出来ない 

 〇死後事務において、相続人との関わりかた 

 〇商品券の扱い 
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〒140-0014 東京都品川区大井 1-15-1 品川成年後見センター分室３階 

TEL：080-3912-3259（通話専用 月～金曜日の 10 時～16 時の間対応します。） 
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◆2021年度 9月度理事会報告◆ 

１ 開催日時 2021 年 9 月 21 日（火）15 時 30 分～17時 00 分 

２ 開催場所 社協 3 階会議室  

３ 出席理事 朝倉鈴子、内山恵子、大金修、金城清、古賀忠壹、斉藤裕二、杉谷徹夫、 

杉山麻里子、高原三平、馬庭俊一郎各理事          （理事総数 10 名） 

４ オブザーバー 國枝園子、小松統各監事                    （敬称略） 

５ 議事                               

＜審議事項＞ 

① 後見担当者交代（52 号）について副担当を交代することを決議した。（正担当は変更なし） 

  ② 以下の規程類の改正について決議した。 

   イ）B-2 会務細則 事務局の業務に「ICT（情報通信技術）の管理」を追加した。 

   ロ）B-12 謝金細則 謝金の支払額の責任者を財務担当理事とした。 

   ハ）B-14 旅費交通費細則 出張以外の日帰り交通費の決裁者を事務局長・部会長とし、小口

現金で精算可能とした 

＜報告・連絡事項＞ 

① 今後のコロナ対策について従来通りとし、改めて全員メールで発信することとした。（古賀） 

② 2021 年度業務指導委員会開催について報告があった。（高原） 

③ 2021 年度スキルアップ講座は３回を予定しており、直近は 10月 28 日「品川区介護保険事

業計画について」との連絡があった。（杉谷） 

  ④ 情報交換会は、11 月 20 日を予定している旨連絡があった。（斉藤） 

  ⑤ しながわ地域貢献活動展参加について本会は、「しな活【冊子】」（区協働推進係が作成する

団体紹介冊子）へ投稿したとの報告があった。尚、昨年度に続き、会場を使っての行事はコ

ロナのため中止が決定している。（金城） 

⑥ さわやか福祉財団主催の「いきがい・助け合いサミットイン神奈川（9/1.2）」について、

報告があった。（本会の参加者は 10 名）（高原） 

  ⑦ パソコン保守管理サービス説明会（8/23）も報告があった。その他、事務局体制で ICT 担

当理事を杉谷徹夫、担当（ピーシーデポ窓口兼）松丸心一とした。  （高原） 

⑧ 会報 9 月号について目次の報告があった。（金城） 

⑨ 中長期日程表について別添資料により連絡があった。  （高原） 

＜今後の予定＞〇10 月 28 日・スキルアップ講座 〇11 月 20 日・情報交換会   （記 高原三平） 

 

 今朝のテレビニュースで「都内ではこの 7日間、新型コロナの新規感染者が一日当たり 50人を下回

っている」と報道されました。激減したとはいえ第６波を念頭に、くれぐれも注意した上で活動を進め

て行ければと思います。                           （編集 金城 清） 


